
 
―
撮
影
概
要
― 

 

毎
年
、
１
月
６
日
に
演
じ
ら
れ
る
「
長
滝
の
延
年
の
舞
」
は
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代

に
か
け
て
、
寺
院
社
会
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
猿
楽
の
能
が
発
展
す
る
頃
か

ら
延
年
の
舞
は
徐
々
に
衰
え
、
わ
ず
か
数
ヶ
所
が
残
る
の
み
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
古

い
延
年
の
形
を
ま
と
ま
っ
て
今
に
伝
え
る
の
は
「長
滝
の
延
年
」と
岩
手
県
平
泉
町
の

「
毛
越
寺
」
（
も
う
つ
う
じ
）
（
共
に
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）
の
二
つ
だ
け
で
あ

る
。 撮

影
は
２
０
０
２
年
１
月
６
日 

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
長
滝
に
あ
る
、
長
滝
白

山
神
社
の
境
内
で
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
を
、
フ
リ
ー
の
カ
メ
ラ
マ
ン
で

あ
る
山
本
太
郎
が
行
っ
た
。 

本
件
に
つ
い
て
は
、
撮
影
者
で
あ
る
山
本
太
郎
（
甲
）
と
特
定
非
営
利
活
動
法
人

地
域
資
料
情
報
化
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（乙
）と
の
間
で
、
撮
影
業
務
委
託
に
つ
い
て
の
契

約
書
が
か
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
３
条
に
「
本
著
作
物
の
著
作
権
（
著
作
権
法
第

２
７
条
及
び
第
２
８
条
に
規
定
す
る
権
利
を
含
む
。
）は
、
対
価
の
完
済
に
よ
り
乙
に

移
転
す
る
。
」と
の
規
定
が
あ
り
、
対
価
は
す
で
に
契
約
に
従
い
支
払
い
済
み
で
あ
る
。

デ
ー
タ
の
処
理
お
よ
び
保
管
等
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
資
料
情
報
化
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
か
ら
委
託
さ
れ
、
岐
阜
女
子
大
学
文
化
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
で
行
わ

れ
て
お
り
、
学
校
教
育
や
生
涯
学
習
の
教
材
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。 


